
　         主        文
  本件控訴を棄却する。
  控訴費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、
二審共被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判
決を求めた。
　当事者双方の主張竝に証拠の提出、援用、認否は被控訴代理人において「控訴会
社の営業目的が控訴人の主張するとおりであることはこれを認めるが、その余の抗
弁事実は争う。」と述べた外は原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引
用する。
　　　　　　　　　理　　　　由
　当裁判所の認定竝に判断は、左記のとおり補足する外は、原判決理由と同一であ
るから、ここにこれを引用する。
　<要旨>一般に手形行為は商人の営利活動の基本的手段であるから、会社の定款に
定められた営業目的の範囲が如何</要旨>なるものである場合においても、手形行為
自体は会社の営利活動の手段として、当然にその能力範囲に属するものと解するを
相当とするのであつて、このことは商法が何等会社の能力制限に関する一般規定を
設けることなく、却つて商法第七八条第二項、第一四七条、第二六一条第三項を以
て民法第四四条、第五四条の規定を会社に準用しているにかかわらず、民法第四三
条については何等の準用規定を設けていないことからも当然に結論し得るところで
ある。換言すれば、民法第四三条は、民法上の公益法人に限つて適用せらるべき規
定であつて、営利法人たる会社にはその適用がないものと解し、会社については、
法律が会社という法人形態を認めた独自の法理念に照らして、その能力範囲を定め
ることを相当とするのであつてかく解するときは、営利活動の基本的手段である手
形行為が、会社の能力範囲に属するものとなすべきことは理の当然であるとしなけ
ればならぬ。のみならず合資会社大塚官治商店の営業目的として「製材、製函等竝
にその販売の事業」を掲げ、次で「前記事業に附帯する一切の業務」と定めている
ことが当事者間に争のない本件において右定款の規定は、当然に手形行為をなすこ
とを含むものとも解し得ることは、原判決理由に説示するとおりである。
　よつて被控訴人の本訴請求を認容した原判決は正当であるから、本件控訴はこれ
を棄却すべく、民訴法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判
決する。
　（裁判長裁判官　田中正雄　裁判官　沢井種雄　裁判官　河野春吉）


